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表紙

上記事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただい
た株主様に対して交付する書面（電子提供措置事項記載書面）への記載を省略しており
ます。なお、本株主総会におきまして、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様
に電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送りいたしま
す。

第97期定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項

・業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

・連結株主資本等変動計算書

・連結計算書類の注記

・株主資本等変動計算書

・計算書類の注記
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業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
　当社は、2006年５月11日開催の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」を
決議し、2015年５月14日開催の取締役会において同方針の改定について決議いたしましたが、
その後、2021年１月８日開催の取締役会において、新たに「内部統制システム構築の基本方
針」を、次のとおり決議いたしました。

＜業務の適正を確保するための体制＞
⑴ 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

① 当社は、上村グループのコンプライアンス（ＣＳＲ）推進についてのトップステートメント
を掲げるとともに、当社並びにグループ会社の取締役及び使用人を含めた上村グループ行動
憲章及び上村グループ行動指針を定め、ＣＳＲ推進室を設けて、法令、定款及び社内規程の
遵守・徹底を図る。

② 取締役会については取締役会規程を定め、月１回これを開催することを原則とし、その他必
要に応じて随時開催して取締役間の意思疎通を図るとともに、法令に従い相互に業務執行の
監督を行う。

③ 当社は、監査役会設置会社であり、取締役の職務執行については法令並びに監査役会の定め
る監査の方針及び分担に従い、各監査役が監査を行う。

⑵ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役の職務執行に係る情報については、取締役会規程及び文書管理規程に基づき記録し、保
存・管理する。記録は文書の保管及び保存要領に定められた期間、その保存媒体に応じて適切か
つ検索性の高い状態で保存・管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。

⑶ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① コンプライアンス、災害、事業、情報セキュリティ等に係る個々のリスクについては、ＣＳ

Ｒ推進室内にそれぞれの分科会を創設し、リスク管理体制を構築する。
② 危機管理対策規程を制定し、不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長又はその指名

する者を本部長とする対策本部を設置して迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを
最小限に止める体制を整える。

⑷ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会で決議すべき重要事項を取締役会規程で定め、当該規程に従い取締役会にて決定す

る。その他取締役会へ報告すべき重要事項については、職務権限規程（基本権限一覧表）に
定める。

② 取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程・職務権限規程において、それぞれ
の責任者及びその責任と執行手続の詳細について定める。

③ 取締役会で定めた経営計画及び予算並びに全社的な目標については、取締役、本部長、工場
長及び中央研究所長が事業戦略、業務進捗の定期的なレビューと改善策を検討し、取締役会
に報告する。

⑸ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社は、ＣＳＲに基づく企業活動をトップステートメントとして発信するとともに、当社並

びにグループ会社の取締役及び使用人を含めた上村グループ行動憲章及び上村グループ行動
指針を定め、法令、定款及び社内規程の遵守・徹底を図る。

② 担当役員を長とするＣＳＲ推進室を設置して、コンプライアンス等のリスク管理体制を整備
し、問題点の把握に努め、ＣＳＲの維持・向上を図る。

③ ＣＳＲ推進室内に監査委員会を設け、内部監査室と協力して、ＣＳＲ推進体制の運営状況を
監査する。
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業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要

④ 法令違反その他のＣＳＲ推進に関する疑義のある行為について、使用人が直接情報提供を行
う手段として、法務知財室を窓口とする内部通報制度（ホットライン制度）を設置・運用す
る。

⑹ 当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社の子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

　当社は、関係会社管理規程を定め、取締役に対しては、職務執行の報告を遅滞なく行うよ
う定める。また、必要に応じて、取締役会において報告することを求める。

② 当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社及び子会社すべての行動指針として上村グループ行動憲章及び上村グループ行動指針
を定め、ＣＳＲ推進体制を整備する。リスク管理規程の下、当社ＣＳＲ推進室は、この体制
をグループ会社へ横断的に展開し、リスク管理体制を構築する。

③ 当社の子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　子会社の取締役の業務執行に関し、組織規程・職務権限規程・職務分掌規程等を整備し、
それぞれの責任者及びその責任者と執行手続きの詳細について定める。

④ 当社の子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制

(ｲ) 当社は、ＣＳＲに基づく企業活動をトップステートメントとして発信するとともに、当社並
びにグループ会社の取締役及び使用人を含めた上村グループ行動憲章及び上村グループ行動
指針を定め、法令、定款及び社内規程の遵守・徹底を図る。

(ﾛ) 当社は、関係会社管理規程を定め、各グループ会社の運営管理を行うとともに、内部監査を
実施する。

⑺ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
　監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を置く。

⑻ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
　当該使用人の異動・評価については、監査役会の同意を得ることとする。

⑼ 監査役の上記⑺の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
　当該使用人が、他部署の使用人を兼務する場合は、原則として監査役の職務の補助を優先する
こととする。

⑽ 次に掲げる体制その他監査役への報告に関する体制
① 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制

　取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、法令に従い直
ちにこれを監査役又は監査役会に報告しなければならない。監査役は、いつでも必要に応じ
て取締役及び当該使用人に対して報告を求める。

② 当社の子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者（以下「情報
を入手した者」という）が監査役に報告をするための体制
　各子会社の取締役又は監査役は、各子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見
した場合は、直ちにこれを当社の監査役又は監査役会に報告しなければならない。当社の監
査役は、いつでも必要に応じて、各子会社の情報を入手した者に報告を求める。

⑾ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保す
るための体制

　当社は、前号の監査役に報告した内容を守秘し、報告した者に対して不利益な取扱いを行わない。
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業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要

⑿ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行に
ついて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をした時は、当該監査
役の職務の執行に必要ないと会社が証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

⒀ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役は、取締役会に出席して必要に応じて意見を述べ、常務会その他の重要な会議にも出

席して重要事項の審議ないし報告状況を直接認識できる体制とする。
② 代表取締役は、監査役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整

備状況、監査上の重要課題等について意見交換を行う。

※　反社会的勢力排除への取り組み
　当社では、反社会的勢力排除への取り組みについては、上村グループ行動指針において「反社会的
勢力との一切の関係を遮断する。」ことを制定し、上村グループ全役職員に周知徹底しております。

※　財務報告に係る内部統制への対応
　当社では、2008年４月１日から施行された「内部統制報告制度」に対応すべく、別途「財務
報告の基本方針」を決議し、財務報告の適正性の確保に努めております。

＜業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要＞
　⑴ ⑵ ⑶ の体制について、記載内容のとおり、運用しております。
なお、⑶ について、現在設置されている分科会は、①ハラスメント対策委員会、②内部統制管
理委員会、③BCP委員会、④ESG、SDGs、TCFD対策委員会、⑤コンプライアンス推進委員会
です。
　⑷ ⑸ の体制について、記載内容のとおり、運用しております。
　⑹ の体制について、各グループ会社の内部監査規程やリスク管理規程、その他社内規程に則
って運用しております。また、第89期より各グループ会社において、独自で内部監査を実施
し、その結果報告を受けております。
　⑺ ⑻ ⑼ の体制について、監査役から補助使用人を置く要求がありませんので、置いておりま
せん。
　⑽ ⑾ ⑿ ⒀ の体制について、記載内容のとおり、運用しております。
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連結株主資本等変動計算書

（2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月31日まで）

株 主 資 本
資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

2024年４月１日残高 1,336,936 1,269,750 85,948,894 △ 7,867,849 80,687,731
連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △ 3,224,856 △ 3,224,856
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 14,078,236 14,078,236

自 己 株 式 の 取 得 △ 2,841 △ 2,841
自 己 株 式 の 処 分 41,870 27,275 69,145
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 合 計 － 41,870 10,853,380 24,433 10,919,684

2025年３月31日残高 1,336,936 1,311,621 96,802,275 △ 7,843,416 91,607,416

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金
為 替 換 算
調 整 勘 定

退 職 給 付 に 係 る
調 整 累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

2024年４月１日残高 1,093,243 10,844,407 88,365 12,026,016 92,713,748
連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △ 3,224,856
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 14,078,236

自 己 株 式 の 取 得 △ 2,841
自 己 株 式 の 処 分 69,145
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) △ 121,953 2,564,980 42,730 2,485,756 2,485,756

連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 合 計 △ 121,953 2,564,980 42,730 2,485,756 13,405,441

2025年３月31日残高 971,289 13,409,387 131,096 14,511,773 106,119,189

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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連結計算書類の注記

連結計算書類の注記
（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項）
１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数及び連結子会社の名称
連結子会社の数 10社
連結子会社の名称

台湾上村股份有限公司、ウエムラ・インターナショナル・コーポレーション、ウエムラ・
インターナショナル・シンガポール、ウエムラ・マレーシア、上村（香港）有限公司、上
村化学(上海)有限公司、サムハイテックス、上村工業(深圳)有限公司、韓国上村株式会
社、ウエムラ・インドネシア
（注）サムハイテックスは、2025年５月１日付でウエムラ・タイランドに社名を変更し

ております。

２．持分法の適用に関する事項
持分法適用会社はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の事業年度の末日は12月31日であります。連結計算書類の作成にあたっては同日
現在の計算書類を使用し、連結会計年度末日との間に生じた重要な取引については、連結上必
要な調整を行っております。

４．会計方針に関する事項
⑴　重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券
(ｲ)　その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により
算定）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

②　棚卸資産
(ｲ)　商　品

主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく
簿価切下げの方法により算定）

(ﾛ)　製品及び仕掛品
めっき用化学品

主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく
簿価切下げの方法により算定）

表面処理用機械
主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿
価切下げの方法により算定）

(ﾊ)　原材料及び貯蔵品
主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく
簿価切下げの方法により算定）
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連結計算書類の注記

建物及び構築物 10～50年
機械装置及び運搬具 2～15年

⑵　重要な減価償却資産の減価償却の方法
①　有形固定資産(リース資産を除く)

当社は定率法を採用しております。在外子会社は定額法を採用しております。なお、主
な耐用年数は次のとおりであります。

②　無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における
利用可能期間（３～５年）に基づいております。

③　リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

⑶　重要な引当金の計上基準
①　貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸
念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上し
ております。

②　賞与引当金
当社は、従業員に対する賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計
年度の負担額を計上しております。

③　役員賞与引当金
当社は、役員賞与の支給に備えるため、当連結会計年度における支給見込額を計上して
おります。

⑷　重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務
の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおり
であります。

①　表面処理用資材事業
表面処理用資材事業においては、主にプリント基板用めっき薬品やアルミ磁気ディスク
用めっき薬品の製造及び販売並びに、工業用化学品や非鉄金属の販売を行っておりま
す。
このような製商品の国内向け販売については、顧客に製商品を引き渡した時点で収益を
認識しております。なお、国内向け販売については、出荷時から製商品の支配が顧客に
移転されるまでの期間が通常の期間であることから、製商品を出荷する時点で収益を認
識しております。
また、このような製商品の国外向け販売については、貿易条件に基づき製商品に対する
支配が移転する時点で収益を認識しております。

②　表面処理用機械事業
表面処理用機械事業においては、主に顧客特有のプリント基板用めっき機械やアルミ磁
気ディスク用めっき機械の製造及び販売を行っております。
このような製品の販売については、契約上、対価を収受する強制力のある権利を有して
いると判断したものについては、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、
履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。
また、契約上、対価を収受する強制力のある権利を有していると判断できないものにつ
いては、機械装置を引き渡す一時点において、機械装置の支配が顧客に移転して履行義
務が充足すると判断し、検収時点で収益を認識しております。
なお、取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短
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い場合には、検収時点で収益を認識しております。
③　めっき加工事業

めっき加工事業においては、主にプラスチックやプリント基板等のめっき加工を行って
おります。
このような加工については、顧客にめっき加工した製商品を引き渡した時点で収益を認
識しております。

④　不動産賃貸事業
不動産賃貸事業においては、主に事業用不動産の賃貸借契約を締結しております。
当該契約については、オペレーティング・リース取引に該当するため、通常の賃貸借取
引に係る方法に準じた会計処理により収益を認識しております。

⑤　その他の事業
その他の事業においては、当社の知的財産に関するライセンスを含む製品を販売するこ
とにより生じるロイヤルティ収入が生じております。
ロイヤルティ収入は、知的財産のライセンスに関連して顧客が売上高を計上する時点又
は顧客が知的財産のライセンスを使用する時点で収益を認識しております。

⑸　その他連結計算書類の作成のための重要な事項
①　退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見
込額に基づき、退職給付債務から年金資産を控除した額を計上し、年金資産が退職給付
債務を上回っている場合には、当該差額を投資その他の資産の退職給付に係る資産に計
上しております。
数理計算上の差異は、主として各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務
期間以内の一定の年数（12年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連
結会計年度から費用処理しております。
未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の
包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

②　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、連結会計年度の末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算
差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は、事業年度末
の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算
し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。
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一定の期間にわたり認識された収益　売上高 1,421,286千円

建物及び構築物 1,381,309千円
土地 47,200千円

計 1,428,509千円

短期借入金 400,000千円
計 400,000千円

２．有形固定資産の減価償却累計額 37,380,564千円

（会計上の見積りに関する注記）
一定の期間にわたり認識された収益

⑴　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

⑵　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①　算出方法

表面処理用機械事業における一定の要件を満たす特定の契約については、当該契約の当
連結会計年度末時点の進捗度に応じて、収益を計上しております。
進捗度は、当連結会計年度末時点までの発生費用と完了までの総原価見積額を比較する
ことにより測定しております。

②　主な仮定
総原価見積額は、機械装置に対する専門的な知識と施工経験を有する責任者により、契
約内容、要求仕様、過去の類似契約における原価実績、契約期間の委託外注費、材料
費、労務費の見積り等に基づき算定され、承認手続きを経たうえで決定しております。
総原価見積額は、契約内容や仕様の変更、作業工程の遅れにより当初見積りに対する原
価の増加や、材料価格の変動等、進行途中の状況の変化によって、見直しの必要性が生
じることがあります。

③　翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
総原価見積額は、進捗状況を踏まえた見積額と発生額との比較や、今後の費用発生に関
する最新の情報に基づき適宜、見直しており、将来の状況の変化により見積と実績が乖
離した場合は、認識する収益の金額に影響を与える可能性があります。

（連結貸借対照表に関する注記）
１．担保に供している資産及び担保に係る債務

⑴　担保に供している資産

⑵　担保に係る債務

（連結損益計算書に関する注記）
減損損失戻入益

連結子会社である台湾上村股份有限公司において実施した建物及び構築物、土地に係る国際財務
報告基準に基づく減損損失の戻入益であります。
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株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 18,099,000株 ー株 ー株 18,099,000株

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 1,974,718株 259株 6,845株 1,968,132株

・配当金の総額 3,224,856千円
・１株当たり配当額 200円
・基準日 2024年３月31日
・効力発生日 2024年６月28日

・配当金の総額 4,516,643千円
・配当金の原資 利益剰余金
・１株当たり配当額 280円
・基準日 2025年３月31日
・効力発生日 2025年６月30日

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．発行済株式の総数に関する事項

２．自己株式の数に関する事項

（注）１．自己株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加259株であります。
２．自己株式数の減少は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少6,845株でありま

す。

３．当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項
2024年６月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議されました。

４．基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次の
とおり提案しております。
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連結貸借対照表計上額（千円） 時 価 （ 千 円 ） 差 額 （ 千 円 ）
⑴　投資有価証券 15,960,587 15,960,587 －

資産計 15,960,587 15,960,587 －

⑴　長期預り保証金 694,072 514,289 △179,782

⑵　リース債務（固定負債）(※) 570,467 540,099 △30,367

負債計 1,264,539 1,054,389 △210,149

（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産に限定し、また、資金調達につ
いては、銀行借入による方針であります。

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程及び販売管理規程に沿ってリ
スク低減を図っております。

投資有価証券は、主に株式や社債であり、定期的に時価や発行体の財政状況を把握しており
ます。

借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投
資を目的として必要に応じて資金調達を行っております。

２．金融商品の時価等に関する事項
2025年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額1,010,504千円）
は、「(1)　投資有価証券」には含めておりません。

また、現金は注記を省略しており、預金、受取手形、電子記録債権、売掛金、支払手形及び
買掛金、電子記録債務、短期借入金、リース債務（流動負債）、未払法人税等は短期間で決済
されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

(※)　米国会計基準ASU2016-02の適用により認識したリース債務については、上記に含めておりません。
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区分
時価（千円）

レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券

その他有価証券
株式
社債

その他

3,447,887
－

81,108

－
12,431,592

－

－
－
－

3,447,887
12,431,592

81,108

区分
時価（千円）

レベル1 レベル2 レベル3 合計
長期預り保証金

リース債務（固定負債）
－
－

514,289
540,099

－
－

514,289
540,099

負債計 － 1,054,389 － 1,054,389

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ

ベルに分類しております。
レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した

時価
レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
⑴　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融商品

⑵　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券

　上場株式及び社債は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、
その時価をレベル1の時価に分類しております。一方で、当社が保有している社債は、市場での取引頻度が
低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2の時価に分類しておりま
す。

長期預り保証金、並びにリース債務
　これらの時価は、元金利の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現
在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
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連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額（千円） 当連結会計年度末の
時価（千円）当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

2,491,934 79,068 2,571,002 15,285,294

報告セグメント
その他
（注) 合計表面処理用

資材事業
表面処理用
機械事業

めっき加工
事業

不動産賃貸
事業 計

日本 22,496,608 4,747,104 － － 27,243,713 24,245 27,267,959

台湾 15,719,790 1,489,238 548,303 － 17,757,333 － 17,757,333

中国 16,846,770 1,774,547 － － 18,621,318 － 18,621,318

韓国 5,454,277 23,391 － － 5,477,669 － 5,477,669

シンガポール 3,218,112 1,072,046 － － 4,290,158 － 4,290,158

タイ 442,745 － 3,219,848 － 3,662,594 － 3,662,594

北米 5,402,927 51,160 － － 5,454,087 － 5,454,087

その他 － － 482,103 － 482,103 － 482,103

顧客との契約か
ら生じる収益

69,581,233 9,157,489 4,250,255 － 82,988,978 24,245 83,013,224

その他の収益 － － － 832,202 832,202 － 832,202

外部顧客への売
上高

69,581,233 9,157,489 4,250,255 832,202 83,821,181 24,245 83,845,427

（賃貸等不動産に関する注記）
１．賃貸等不動産の状況に関する事項

当社グループは、賃貸用のオフィスビル及び賃貸用のマンション（土地を含む）を有してお
ります。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は467,460千円（賃貸
収益は売上高に832,202千円、賃貸費用は売上原価に364,742千円を計上）であります。

２．賃貸等不動産の時価に関する事項

（注）１. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額でありま
す。

２. 当連結会計年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による調査報告書に基づく金
額であります。
ただし、直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に重
要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額によっております。

（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
　　地域別に分解した収益の情報は以下のとおりであります。

（単位：千円）

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ロイヤルティ収入を含んでお
ります。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　「（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項）４．会計方針に関する事項（４）重要
な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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当連結会計年度（千円）
顧客との契約から生じた債権（期首残高） 23,579,229
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 21,666,565
契約資産（期首残高） 2,221,501
契約資産（期末残高） 1,481,393
契約負債（期首残高） 4,383,631
契約負債（期末残高） 4,465,813

１株当たり純資産額 6,578円64銭
１株当たり当期純利益 872円87銭

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び
に当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込ま
れる収益の金額及び時期に関する情報
（1）契約資産及び契約負債の残高等

　契約資産は、表面処理用機械事業において連結会計年度末日時点で未請求でありますが、顧客
との契約における義務の履行を完了した部分の対価に対する当社の権利に関するものでありま
す。契約資産は、対価に関する当社の権利が無条件になった時点で、顧客との契約から生じた債
権に振り替えられます。当該表面処理用機械事業に関する対価は、各顧客との個別契約の請求条
件に従い、全ての履行義務の充足後、遅滞なく受領しております。
　契約負債は、表面処理用機械事業において顧客との契約に基づき顧客から受け取った前受金に
関するものであります。契約負債は、全ての履行義務の充足後に取り崩されます。
　当連結会計年度に認識された収益のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、
2,515,041千円であります。また、当連結会計年度において、契約資産が740,108千円減少し
た理由は、主に表面処理用機械事業における契約の減少によるものであります。

（２）残存履行義務に配分した取引価額
　当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価額の注記にあたって実務上の便法を適
用し、当初に予想される契約期間が１年以内の契約について注記の対象に含めておりません。
　当連結会計年度において、契約期間が１年を超える契約における、未充足の履行義務に配分した
取引価格は7,152,303千円であります。当該履行義務は、表面処理用機械事業におけるプリント
基板用めっき機械やアルミ磁気ディスク用めっき機械の製造及び販売に関するものであり、残存履
行義務に配分した取引価額の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、２年以内を見込んでおりま
す。

（１株当たり情報に関する注記）

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書

（2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月31日まで）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合　　計資本準備金

そ の 他
資 本 剰 余 金

資本剰余金
合　　　計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合　　　計圧 縮 記 帳

積  立  金
配 当 平 均
積  立  金

別 途
積  立  金

繰 越 利 益
剰  余  金

2024年４月１日残高 1,336,936 1,644,666 － 1,644,666 334,234 4,304 810,000 58,715,000 8,459,253 68,322,792 △7,867,849 63,436,545

事業年度中の変動額
別 途 積 立 金 の 積 立 1,000,000 △1,000,000 － －

剰余金の配当 △3,224,856 △3,224,856 △3,224,856

当 期 純 利 益 11,005,137 11,005,137 11,005,137

自己株式の取得 △2,841 △2,841

自己株式の処分 41,870 41,870 27,275 69,145

株主資本以外の項目の
事 業 年 度 中 の 変 動 額
( 純 額 )

事 業 年 度 中 の
変 動 額 合 計 － － 41,870 41,870 － － － 1,000,000 6,780,280 7,780,280 24,433 7,846,584

2025年３月31日残高 1,336,936 1,644,666 41,870 1,686,537 334,234 4,304 810,000 59,715,000 15,239,534 76,103,072 △7,843,416 71,283,130

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計その他有価証券評

価 差 額 金
評価・換算差額等
合 計

2024年４月１日残高 1,093,243 1,093,243 64,529,788
事業年度中の変動額

別 途 積 立 金 の 積 立 －
剰 余 金 の 配 当 △3,224,856
当 期 純 利 益 11,005,137
自己株式の取得 △2,841
自己株式の処分 69,145
株主資本以外の項目の
事 業 年 度 中 の 変 動 額
( 純 額 )

△121,953 △121,953 △121,953

事 業 年 度 中 の
変 動 額 合 計 △121,953 △121,953 7,724,630

2025年３月31日残高 971,289 971,289 72,254,419

株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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計算書類の注記

１．資産の評価基準及び評価方法
⑴　有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式 移動平均法による原価法

市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

建　　物 15～50年
機械装置 5～　8年
工具器具備品 4～10年

計算書類の注記
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

その他有価証券

⑵　棚卸資産の評価基準及び評価方法
商　品 総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により算定）
製品及び仕掛品

めっき用化学品 総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下
に基づく簿価切下げの方法により算定）

表面処理用機械 個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に
基づく簿価切下げの方法により算定）

原材料及び貯蔵品 総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下
に基づく簿価切下げの方法により算定）

２．固定資産の減価償却の方法
⑴　有形固定資産(リース資産を除く）
定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

⑵　無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいて
おります。

⑶　リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

３．引当金の計上基準
⑴　貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性
を検討し、回収不能見込額を計上しております。

⑵　賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のう
ち当事業年度の負担額を計上しております。
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計算書類の注記

⑶　役員賞与引当金 役員賞与の支給に備えるため、当事業年度における支給見込額を
計上しております。

⑷　退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。数理計算
上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数(12年)による定額法により按分した額を、それぞれ
発生の翌事業年度から費用処理することとしております。なお、
当事業年度末における年金資産が退職給付債務見込額を超過して
いるため、その超過額を前払年金費用として、投資その他の資産
に計上しております。

４．重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該
履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
①　表面処理用資材事業
表面処理用資材事業においては、主にプリント基板用めっき薬品やアルミ磁気ディスク
用めっき薬品の製造及び販売並びに、工業用化学品や非鉄金属の販売を行っておりま
す。
このような製商品の国内向け販売については、顧客に製商品を引渡した時点で履行義務
が充足するものの、出荷時点から製商品の支配が顧客に移転されるまでの期間が通常の
期間であることから、製商品を出荷する時点で収益を認識しております。
また、このような製商品の国外向け販売については、貿易条件に基づき製商品に対する
支配が移転する時点で収益を認識しております。

②　表面処理用機械事業
表面処理用機械事業においては、主に顧客特有のプリント基板用めっき機械やアルミ磁
気ディスク用めっき機械の製造及び販売を行っております。
このような製品の販売については、契約上、対価を収受する強制力のある権利を有して
いると判断したものについては、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、
履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。
また、契約上、対価を収受する強制力のある権利を有していると判断できないものにつ
いては、機械装置を引き渡す一時点において、機械装置の支配が顧客に移転して履行義
務が充足すると判断し、検収時点で収益を認識しております。
なお、取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短
い場合には、検収時点で収益を認識しております。

③　不動産賃貸事業
不動産賃貸事業においては、主に事業用不動産の賃貸借契約を締結しております。
当該契約については、オペレーティング・リース取引に該当するため、通常の賃貸借取
引に係る方法に準じた会計処理により収益を認識しております。

④　その他の事業
その他の事業においては、当社の知的財産に関するライセンスを含む製品を販売するこ
とにより生じるロイヤルティ収入が生じております。
ロイヤルティ収入は、知的財産のライセンスに関連して顧客が売上高を計上する時点又
は顧客が知的財産のライセンスを使用する時点で収益を認識しております。
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計算書類の注記

一定の期間にわたり認識された収益　売上高 1,782,552千円

５．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
⑴　退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類における会計処
理の方法と異なっております。

⑵　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は事業年度の末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
として処理しております。

（会計上の見積りに関する注記）
一定の期間にわたり認識された収益
⑴　当事業年度の計算書類に計上した金額

⑵　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①　算出方法
表面処理用機械事業における一定の要件を満たす特定の契約については、当該契約の当
事業年度末時点の進捗度に応じて、収益を計上しております。
進捗度は、当事業年度末時点までの発生費用と完了までの総原価見積額を比較すること
により測定しております。

②　主な仮定
総原価見積額は、機械装置に対する専門的な知識と施工経験を有する責任者により、契
約内容、要求仕様、過去の類似契約における原価実績、契約期間の委託外注費、材料
費、労務費の見積り等に基づき算定され、承認手続きを経たうえで決定しております。
総原価見積額は、契約内容や仕様の変更、作業工程の遅れにより当初見積りに対する原
価の増加や、材料価格の変動等、進行途中の状況の変化によって、見直しの必要性が生
じることがあります。

③　翌事業年度の計算書類に与える影響
総原価見積額は、進捗状況を踏まえた見積額と発生額との比較や、今後の費用発生に関
する最新の情報に基づき適宜、見直しており、将来の状況の変化により見積と実績が乖
離した場合は、認識する収益の金額に影響を与える可能性があります。
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計算書類の注記

建　　　　物 1,381,309千円
土　　　　地 47,200千円

計 1,428,509千円

短 期 借 入 金 400,000千円
計 400,000千円

２．有形固定資産の減価償却累計額 16,888,580千円

短期金銭債権 6,126,659千円
短期金銭債務 10,918千円

売上高 11,254,397千円
仕入高 126,568千円
営業取引以外の取引高 6,337,922千円

普通株式 1,968,132株

（貸借対照表に関する注記）
１．担保に供している資産及び担保に係る債務
⑴　担保に供している資産

⑵　担保に係る債務

３．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高
営業取引による取引高

（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度の末日における自己株式の種類及び数
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計算書類の注記

繰延税金資産
未払事業税 55,754千円
賞与引当金 56,210千円
棚卸資産 107,520千円
未払費用 8,431千円
投資有価証券及び関係会社株式 909,458千円
長期未払金 74,869千円
有形固定資産 393,758千円
その他 80,836千円
繰延税金資産小計 1,686,841千円
評価性引当額 △1,079,433千円
繰延税金資産合計 607,407千円
繰延税金負債
前払年金費用 △38,054千円
その他有価証券評価差額金 △447,065千円
その他 △2,287千円

繰延税金負債合計 △487,407千円
繰延税金資産の純額 120,000千円

（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（収益認識に関する注記）
（顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報）
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針に係る事
項に関する注記）４．重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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計算書類の注記

種 類 会社等の
名 称 住 所

資本金
又 は
出資金
( 千円 )

事 業 の
内 容 又
は 職 業

議決権等
の 所 有
(被所有)
割 合

関 係 内 容
取引の内容 取引金額

(千円) 科 目 期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社等

浪花殖産㈱
(注１)

大 阪 市
天王寺区 40,000 損害保険

代理業
被所有
直接
28.23％

兼務
２名

損害保険
代理取引

損害保険料
支払
(注２)

111,094 前払費用 83,217

種 類 会 社 等 の 名 称 議決権の
所有割合

関 係 内 容
取引の内容 取引金額

(千円) 科目 期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社 台 湾 上 村 股 份 有 限 公 司 100.0％ 兼務
1名

製商品及び
原材料の販
売
ロイヤルテ
ィ料の受取

製商品及び
原材料の販売
（注1）

1,324,445
売掛金 1,383,938ロイヤルティ

収入
（注2）

552,535

子会社 上 村 ( 香 港 ) 有 限 公 司 100.0％ 兼務
1名

製商品及び
原材料の販
売
ロイヤルテ
ィ料の受取

製商品及び
原材料の販売
（注1）

1,749,245
売掛金 661,507ロイヤルティ

収入
（注2）

179,686

１株当たり純資産額 4,479円26銭
１株当たり当期純利益 682円33銭

（関連当事者との取引に関する注記）
１．役員及び個人主要株主等

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）当社役員上村寛也及びその近親者が議決権の100％を直接保有しております。
（注２）市場価格を参考に決定しております。

２．子会社及び関連会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しておりま

す。
（注2）ロイヤルティ収入については、各社より提示された料率を基礎として交渉の上、決定しております。

（１株当たり情報に関する注記）

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

(注) 本計算書類中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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